
対象期間　：　2023年4月1日～2024年3月31日
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⑦ 労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等

⑧ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

労使協定の締結の有無 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

有
（協定の有効期間の終期：2025年3月31日）

全ての派遣労働者

キャリアコンサルティング相談窓口 06-6233-5331

　事業所の名称 ＮＥＣフィールディングサポートクルー株式会社　西日本サービス部

労働者派遣事業に関わる情報

　許可番号 派１４－３０３６６９ 許可年月日 2005年　9月　1日

　事業所の所在地
〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜１丁目３番１４号　リバーポイント北浜　５Ｆ　５０３号

①派遣労働者の数　（１日平均） 115

②派遣先の実数　（事業年度あたりの事業所数） 59

③労働者派遣の料金　１日（８時間当たり）の額の平均 22,831

④労働者派遣の賃金　１日（８時間当たり）の額の平均 15,272

⑤マージン率　（小数点第２位以下を四捨五入） 33.1

⑥ 派遣労働者教育訓練に関する事項

教育訓練の種類 実施人数 実施方法 賃金支給の状況
労働者の

費用負担の有無

社員必須教育（全員）
・企業行動規範
・企業秘密取扱
・情報セキュリティ
・個人情報保護
・リスクマネジメント基礎
・製品安全（ＰＳ）
・環境基礎
・職場メンタルヘルス
その他　全１２教育

新規採用者

24名
off-jt 有給 無


